
参考資料４ 

東京都アルコール健康障害対策推進計画（抜粋） 

 
第１章 はじめに 

１ 計画策定の趣旨 

（アルコールを取り巻く状況） 

 ○ 我が国全体のアルコール消費量は減少傾向にあり、成人の飲酒習慣のある者及び未成年者

の飲酒の割合も、全体として低下傾向にあります。 

○ しかし、多量に飲酒している者の割合は男女とも改善しておらず、一部の多量飲酒者が約

7割のアルコールを消費している状況があります。 

○アルコールの多飲は疾患のリスクを高めるという指摘があります。アルコール摂取による臓

器障害は、よく知られている肝臓、すい臓、心血管系、消化器系の障害はもとより、骨・関

節疾患や免疫・造血機能障害から、認知症や末梢神経障害など、様々な全身の障害をきたす

ものです。特に、慢性的な摂取は、肝硬変、糖尿病、高血圧、認知症などが生じる可能性が

あります。 

○ さらに、アルコールの持つ依存性により、アルコール依存症を発症する可能性があります。 

○ 不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、本人の身体や精神の健康問題を生じさ

せるだけでなく、その家族や周囲に深刻な影響や重大な社会問題を引き起こす危険性がある

と指摘されています。 

（国の動き） 

○ 平成 22 年 5 月、世界保健機関（WHO）総会において「アルコールの有害な使用を低減

するための世界戦略」が採択され、アルコール関連問題を低減するための、国の行動として

取り得る政策の選択肢が示されました。 

 ○ こうした動きを受け、国では、平成 25年 12月、アルコール健康障害対策基本法（以下、

「基本法」という。）が成立し、平成 26年 6月に施行されました。 

 ○ 基本法では、アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不

適切な飲酒の影響による心身の健康障害を「アルコール健康障害」と定義するとともに、ア

ルコール健康障害が本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な

社会問題を生じさせる危険性が高いことが明記されました。また、国等の責務や、政府がア

ルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推

進に関する基本的な計画を策定することなどが定められました。 

 ○ 平成 28年 5月、国では、基本法第 12条第 1項に基づき、アルコール健康障害対策の総

合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画である「アルコール健康障害対策推進基本

計画」（以下、「基本計画」という。）が策定されました。 

（都の状況） 

 ○ 東京都（以下、「都」という。）はこれまで、平成 13 年 10 月に策定した「東京都健康推

進プラン 21」及び平成 25年 3月に策定した「東京都健康推進プラン 21（第二次）」や平

成 30年 3月に改定した「東京都保健医療計画」等に基づき、飲酒に関する正しい知識の普

及啓発やアルコール依存症に関する相談支援等、アルコール健康障害に関する取組を進めて

きましたが、こうした取組をさらに推進するため、「東京都アルコール健康障害対策推進計画」

（以下、「本計画」という。）を新たに策定することとしました。 

 

２ 計画の位置づけ 

 ○ 基本法第 14条第 1項に規定する「都道府県アルコール健康障害対策推進計画」として策

定します。 

 ○ 策定に当たっては、「東京都健康推進プラン 21（第二次）」や「東京都保健医療計画」等

との整合性を図ります。 

 

３ 計画期間 

  本計画は、平成 31年度（2019年度）から平成 35年度（2023年度）までの 5か年を計

画期間とします。 
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第２章 アルコール健康障害等を巡る都の現状 

１ 飲酒の状況 

（１）飲酒をする人の状況 

 
データ項目 平成 24年 平成 28年 

飲酒をする人の割合（20歳以上） 

（あなたは週に何日位お酒を飲みますか

という問いに、毎日、週 5～6 日、週 3

～4 日、週 1～2、月に 1～3 日と回答

した者の割合） 

男性 70.9 68.5 

女性 46.5 44.1 

資料：平成 24年 健康に関する世論調査（東京都生活文化局） 

平成 28年 健康と保健医療に関する世論調査（東京都生活文化局） 

 

○ 飲酒をする人の割合は、男女ともほぼ横ばいとなっています。 

 

（２）生活習慣病のリスクを高める飲酒者の状況 

 

データ項目 平成 24年 平成 28年 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒 

している人の割合（20歳以上） 

（1日当たりの純アルコール摂取量が男

性 40ｇ以上、女性 20ｇ以上の人の割

合） 

男性 19.0 18.9 

女性 14.1 15.4 

資料：平成 24年 健康に関する世論調査（東京都生活文化局） 

平成 28年 健康と保健医療に関する世論調査（東京都生活文化局） 
  
○ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合については、男性はおおむね不変と

なっているのに対し、女性は増加しています。 

 

２ アルコールによる健康障害等の状況 

（１） 保健所の相談状況 

※１ 区部については特別区保健所の合計数、市町村部については八王子市保健所、町田市保健所 

及び都保健所の合計数 

資料：地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省） 
  

○ 都内の保健所におけるアルコール関連相談件数は、年度によって増減はありますが、おおむ

ね年間 3～4千件の間で推移しています。 

 

（２）精神保健福祉センターの相談状況 

 

データ項目 地区 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

保健所におけ

るアルコール

関連相談件数 

※１ 

区部 2,145 1,428 1,374 1,674 1,905 

市町村部 1,906 1,892 1,843 1,854 2,142 

計 4,051 3,320 3,217 3,528 4,047 

（単位：件） 

（単位：％） 

（単位：％） 
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データ項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成 28年度 平成 29年度 

精神保健福祉センターにお

けるアルコール関連相談件

数 ※２ 

2,110 2,157 2,092 2,005 2,210 

※２ 都立（総合）精神保健センターにおけるアルコール関連（ギャンブル等その他の嗜癖を含む）の相談

件数 

資料：東京都福祉保健局障害者施策推進部調べ 
 
 ○ 都立（総合）精神保健福祉センターにおけるアルコール関連相談件数は、おおむね年間 2

千件程度で推移しています。 

 

（３）アルコール依存症者の受療状況 

 
データ項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成 28年度 平成 29年度 

アルコール依存症者による

入院者数 ※３ 
703 722 788 801 773 

アルコール依存症者による

通院者数 ※４ 
3,876 4,163 4,192 4,793 4,761 

※３ 各年度 6月 30日時点での入院者数 

※４ 自立支援医療を受給して通院している者のうち、アルコール使用による精神及び行動の障害に分類さ

れている者の人数 

資料：入院者数 精神保健福祉資料（厚生労働省） 

通院者数 東京都福祉保健局障害者施策推進部調べ 
 
 ○ 都内におけるアルコール依存症者による入院者数は、おおむね年間 700件から 800件の

間で推移しています。 

また、通院者数は、おおむね４千件台で推移しておりますが、平成 25年度と比較すると、

平成 29年度は 1千件弱増加しています。 

 
（４）飲酒事故の状況 

 
データ項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成 28年度 平成 29年度 

飲酒事故件数 ※５ 205 191 158 202 174 

※５ 飲酒事故とは、原付以上の運転者が１当となった事故で、その者が飲酒していた場合をいう。 

資料：警視庁調べ 
 
 ○ 都内における飲酒事故件数は、おおむね年間 200件前後で推移しています。 

 
第３章 アルコール健康障害対策の基本的な考え方 

１ 基本理念 

  アルコール健康障害対策は、基本法第３条に規定されるように、アルコール健康障害の発生、

進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、アルコール健康障害を有

し、又は有していた者とその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支

援することを目的に実施します。 

その実施に当たっては、アルコール健康障害に関連して生じる飲酒運転、暴力、虐待、自殺

等の問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮を行うものとします。 

（単位：件） 

（単位：人） 

（単位：件） 
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２ 取組の方向性 

（１）正しい知識の普及、及び不適切な飲酒を防止する社会づくり 

 ○ 飲酒に伴うリスクや、アルコール依存症について、正しく理解した上で、お酒と付き合っ

ていける社会をつくるための教育・啓発を推進します。また、不適切な飲酒の誘引を防止す

る取組を促進します。 

（２）誰もが相談できる相談の場と必要な支援につなげる相談支援体制づくり 

 ○ 地域の実情に応じて、精神保健福祉センターや保健所等がアルコール関連問題の相談支援

の場を確保し、関係機関や自助グループ及び民間団体の連携により、適切な指導、相談、社

会復帰の支援につなげる体制づくりを行います。 

（３）医療における質の向上と連携の促進 

 ○ アルコール依存症の治療のための専門医療機関を定めるとともに、一般医療機関と専門医

療機関との連携を推進します。 

（４）アルコール依存症者が円滑に回復、社会復帰するための社会づくり 

 ○ アルコール依存症者の回復、社会復帰が円滑に進むよう、アルコール依存症並びにその回

復及び社会復帰について、都民の理解を促進します。 

 

３ 取組を進める上での視点 

（１）アルコール健康障害の発生を予防 

○ 飲酒に関する正しい知識についての普及啓発を行い、将来にわたるアルコール健康障害の

発生を防ぎます。 

 【目標】 

・生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合を減少 

（「東京都健康推進プラン 21（第二次）」における目標に準拠） 

（２）相談、治療、回復支援の体制整備 

○ アルコール健康障害に関する相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制を整備

します。 

  【目標】 

・アルコール健康障害に関する相談拠点を設定し、関係機関との連携体制を強化 

・アルコール依存症に対する適切な医療を提供できる専門医療機関を選定 

 

第４章 具体的な取組 

１ 教育の振興等 

【現状と課題】 

（未成年者1、妊婦等） 

○ 未成年者は成人に比べてアルコール分解能力が低く、アルコールの影響を受けやすいため、

飲酒が禁じられています。 

○ 児童・生徒に対する飲酒に関する学習については、学習指導要領に基づき小・中・高等学

校の体育・保健体育の授業において実施しています。 

また、高等学校においては、平成 34年（2022年）4月から新たな学習指導要領による

授業が実施されますが、保健体育の「現代社会と健康」に「精神疾患の予防と回復」の項目

が盛り込まれ、その中でアルコールや薬物などの依存症についても触れられることとなって

います。 

○ 妊娠中の飲酒は、胎児性アルコール症候群や胎児の発育障害を引き起こすことが指摘され

ており、妊娠中は飲酒をしないことが求められています。また、出産後も授乳中は飲酒を控

えることが望ましいとされています。 

○ 区市町村は妊婦健康診査や妊産婦への訪問指導の中で飲酒について指導を行っています。 

                                                   
1民法の一部を改正する法律（平成 30年法律第 59号）において、成年（成人）年齢を 18歳に引

き下げることとされました（平成 34年（2022年）４月１日施行）。ただし、飲酒に関する年齢制

限については 20歳のまま維持されます。 
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（都民一般） 

○ 飲酒をする人（「あなたは週に何日位お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか」

の設問に、「毎日」、「週５～６日」、「週３～４日」、「週１～２日」、「月に１～３日」のいずれ

かを回答した人）の割合の推移をみると、男女ともにほぼ横ばいです＜図１＞。 

○ 飲酒をする人のうち、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合の推移をみ

ると、男性がほぼ横ばいなのに比べて、女性は増加傾向にあります＜図２＞。 

 ○ 過度な飲酒は、がん、高血圧症、脂質異常症、循環器疾患などを引き起こすとされている

ほか、こころの健康との関連も指摘されています。また、本人の健康障害の原因となるだけ

でなく、周囲の人への深刻な影響や社会問題に発展する危険性も高いことから、飲酒に伴う

リスクや節度ある適度な飲酒に関する正しい知識の普及啓発が必要です。特に、女性は男性

よりも少ない飲酒量で健康に影響を及ぼすほか、アルコール依存症に至るまでの期間も短い

ため、注意が必要です。 

  また、男女を問わず、体質など、個人差があることに十分留意することが求められます。 
（アルコール依存症に対する理解等） 

○ アルコール依存症に対する社会の正しい理解を促進するため、アルコール依存症が職業や

環境等に関わらず発症し得る精神疾患であり、治療により回復するという認識を普及させる

必要があります。 

○ アルコール健康障害に関する本人向け、家族・関係者向けの２種類のリーフレットを作成

し、各地域の相談窓口や研修会等で配布しているほか、都ホームページからも入手できるよ

うにし、正しい知識の理解促進に努めています。 

 ○ 平成 28 年度に内閣府において実施された「アルコール依存症に対する意識に関する世論

調査」では、「アルコール依存症に対するイメージ」として、「本人の意思が弱いだけであり、

性格的な問題である」と回答したものは 45.3%（関東地域）であり、アルコール依存症につ

いての誤解や偏見がある状況がうかがえます。 

○ このような誤解や偏見は、本人や家族にアルコール依存症であることを否認させ、結果と

して本人が適切な支援や治療につながりにくくなるおそれがあります。 

○ また、近年、臨床の場において、女性や、高齢者のアルコール依存症者が増加していると

の報告がなされています。 

○ これらのことから、正しい知識の普及啓発と女性や高齢者をはじめ、都民の不適切な飲酒

防止を推進するために、関係機関と連携を図る必要があります。 

（飲酒運転） 

○ 飲酒時には、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下している状態に

なります。そのため、飲酒運転は、事故に結びつく危険性が高くなります。 

○ 飲酒運転による交通事故は減少傾向にありますが、未だ根絶には至らず悲惨な飲酒運転事

故が起きています。今後も、官民連携した地道な飲酒運転根絶対策に着実に取り組んでいく

必要があります。 

 ○ 自動車教習所では学科教習において、飲酒が運転に及ぼす影響や危険性、責任についての

指導を実施するなど、飲酒運転根絶の働きかけを行っています。 

 ○ 飲酒運転者の中には、アルコール依存症の治療が必要な多量飲酒者なども含まれているこ

とを理解する必要があります。 

 ○ 飲酒運転の根絶に向け、こうした運転者をはじめ、様々な運転者自身に「飲酒運転をしな

い」ことを徹底させるとともに、家族、友人、飲食店関係者等にも「飲酒運転をさせない」

という意識を持たせるなど、都民全体の飲酒運転根絶の気運を高める必要があります。 

 

【取組の方向性】 

 （学校教育等の推進） 

○ 小・中・高等学校において、学習指導要領に基づき、以下のとおり、飲酒が及ぼす健康へ

の影響に関する理解を図る教育を推進します。 

小学校 ： 飲酒などの行為は、健康を損なう原因となること。 
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中学校 ： 飲酒などの行為は、心身に様々な影響を与え、健康を損なう原因となること。

また、これらの行為には、個人の心理状態や人間関係、社会環境が影響するこ

とから、それぞれの要因に適切に対処する必要があること。 

高等学校： 飲酒は、生活習慣病などの要因になること。対策には、個人や社会環境への

対策が必要であること。 

○ 自動車教習所において、飲酒運転防止に関するカリキュラムが確実に履行されるよう、立

入検査等を通じて指導していきます。 

 （職場教育の推進） 

 ○ 事業者に対する安全運転管理者講習等の各種講習を定期的に実施し、飲酒運転の危険性等

を分かりやすい説明により周知していきます。 

講習の際には、飲酒運転のデータや実際の交通事故映像を使用し、視覚的に訴えることに

より、分かりやすく、心に響く講習を実施するとともに、二日酔い運転の危険性やアルコー

ル検知器の正しい使用方法等を周知していきます。 

 ○ 都営交通において、乗務前のアルコール検知機を用いた検査や運行管理者による点呼時の

目視確認を確実に実施し、酒気帯び運転防止の徹底を引き続き行います。 

また、民営事業者に対しても、業界団体等を通じ酒気帯び運転防止の取組を働きかけてい

きます。 

（広報・啓発の推進） 

＜母子保健における普及啓発等の取組＞ 

○ 母子保健従事者への研修や、区市町村担当者連絡会の実施等により、区市町村の健康診査

等の確実な実施や、母子保健水準の更なる向上に向けた支援を行うとともに、妊婦に対する

妊婦健康診査の受診等を促すための普及啓発や、「妊娠相談ほっとライン」及び「女性のため

の健康ホットライン」による妊産婦への適切な助言を行っていきます。 

＜飲酒に関する正しい知識の普及啓発等の取組＞ 

○ 飲酒の健康影響や、妊婦・授乳中の女性の飲酒による胎児・乳児への影響、男女で異なる

節度ある飲酒量の違い等を踏まえ、年代や性別、アルコール代謝能力の個人差など、個人の

特性や置かれた状況に応じた飲酒に関する正しい知識について、普及啓発を行います。 

○ 健康経営2の考え方とともに、都が進める職場における健康づくり等の取組に関する情報提

供を行う「健康経営アドバイザー」が都内の中小企業を訪問し、飲酒が及ぼす健康への影響

や生活習慣病のリスクを高める飲酒量など、飲酒に関する正しい知識について、普及啓発を

行います。 

＜アルコール健康障害等についての正しい知識の普及啓発等の取組＞ 

○ アルコール健康障害に関するリーフレットを活用し、アルコール健康障害に対する正しい

知識の普及啓発に取り組みます。 

○ 精神保健福祉センターにおいて、アルコール等依存症について正しい知識と適切な対応を

学ぶことができる家族教室や都民を対象とした公開講座等を実施します。 

○ アルコール関連問題啓発週間（毎年 11 月 10 日から 16 日）等の機会を通じ、都民向け

のシンポジウムを開催し、女性や高齢者の飲酒に伴うリスクやアルコール関連問題について

の正しい知識の普及を図ります。 

＜飲酒運転の防止に向けた普及啓発等の取組＞ 

○ 飲酒運転防止について、ポスターやチラシの配布と合わせて、CM を作成し映画館での上

映や、公共交通機関の車体にラッピング広告を行うなど、工夫を凝らした方法により、広く

都民に対して飲酒運転防止について働きかけていきます。 

○ 啓発用 DVDを用いた安全講習や飲酒体験ゴーグルを活用した疑似体験などを通じて、飲

酒運転の防止を訴えます。 

○ 飲酒運転させない TOKYOキャンペーンなど各種キャンペーンやイベントにおいて、飲酒

運転の危険性や悪質性を広報啓発することにより、飲酒運転の根絶を図っていきます。 

                                                   
2 「健康経営○R」は NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。 
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○ ハンドルキーパー運動3の周知徹底とポスターやチラシなどを活用した、積極的な広報によ

り酒類を提供する店舗などに対して、飲酒運転根絶に向けた理解と協力を求めていきます。 

 

２ 不適切な飲酒の誘因の防止 

【現状と課題】 

 ○ 少年の飲酒行為を警察が認知した場合、補導を実施し、必要な助言を行うとともに保護者

等に指導を促すほか、学校をはじめとする教育機関等との各種会議やセーフティー教室等を

通じ、未成年者飲酒防止の広報啓発活動を行っています。 

 ○ コンビニエンスストアやカラオケ店関係団体に対し、年齢確認徹底についての協力依頼や

講義を実施し、広報啓発を行っています。また、酒類販売業者による未成年者への酒類販売、

供与について、指導、取締りを行っています。 

○ 風俗営業管理者等には、管理者講習等を通じ、年齢確認の実施を周知徹底しています。風

俗営業等を営む者による営業所での未成年者への酒類提供について、指導、取締りを行って

います。 

○ 一方、少年の飲酒による補導件数が近年増加傾向にあるなど、引き続き、未成年者に飲酒

をさせない取組を進める必要があります。 

 

【取組の方向性】 

○ 少年の飲酒行為に対する補導の実施、コンビニエンスストアやカラオケ店関係団体に対す

る年齢確認徹底の働きかけ、教育機関等との連携による広報啓発活動により、未成年者に飲

酒をさせない取組を引き続き推進します。 

○ 風俗営業等を営む者には、管理者講習等あらゆる機会を通じ、年齢確認の実施を周知徹底

するほか、未成年者への酒類提供等については、指導、取締りを引き続き推進します。 

    

３ 健康診断及び保健指導 

【現状と課題】 

○ 医療保険者は、40 歳から 74 歳までの被保険者・被扶養者を対象に、特定健康診査・特

定保健指導を実施することとされています。 

○ 医療保険者には、特定健康診査等を活用し、生活習慣病のリスクを高める量を習慣的に飲

酒している人や、家庭や職場で問題を起こすような可能性が高い飲酒をしている人を把握し、

健康への影響や相談機関等について情報提供することが求められており、都としても、こう

した取組を推進していく必要があります。 

 

【取組の方向性】 

○ 医療保険者が行う特定健康診査・特定保健指導に従事する者を対象に、適正飲酒の支援の

ための正しい知識や技術を習得できるように、研修を実施します。 

 

４ アルコール健康障害に関する医療の充実等 

【現状と課題】 

 ○ 都におけるアルコール依存症に対応できる医療機関として、東京都医療機関案内サービス

「ひまわり」には、平成 30 年 12 月現在 385 か所が登録されており（全体の登録数は約

14,000か所）、精神科病院以外にも、総合病院や地域の一般診療所等があります。 

 ○ アルコール依存症患者が地域で適切な医療が受けられるようにするためには、専門医療機

関（基本計画で定める専門医療機関をいう。以下同じ。）に求められる機能を改めて明確化し

た上で、専門医療機関を整備していくとともに、支援を行う人材の育成が必要です。 

 ○ アルコール依存症患者は精神症状以外に身体症状を引き起こすことから、内科等の一般診

                                                   
3 自動車で仲間と飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人（ハンドルキーパー）を決め、そ

の人が、仲間を自宅まで送り届ける運動。 
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療科のかかりつけ医を受診していることが多いと考えられます。アルコール依存症が疑われ

る者を、本人の状況に応じた適切な治療に結びつけるため、一般診療科医療機関と適切な医

療を提供できる専門医療機関との連携を推進することが必要です。 

 

【取組の方向性】 

（アルコール依存症の専門医療機関の選定） 

 ○ アルコール依存症に対する適切な医療を提供できる専門医療機関を１か所以上選定します。 

 選定に当たっては、国の選定基準を踏まえつつ、関係団体等とも協議を行った上で選定し、

その中から、都全域の核となる治療拠点を選定します。 

（一般医療と専門医療の連携） 

○ アルコール依存症患者が早期に専門的な治療に結びつくよう、かかりつけ医などの一般診

療科医療機関に加え、救急医療機関やアルコール依存症の治療を実施していない精神科医療

機関等と専門医療機関との連携を強化します。 

（医療従事者等の人材育成） 

 ○ アルコール健康障害を有する者やその家族等に相談支援を行う者を対象とした研修を精神

保健福祉センターで実施するとともに、治療拠点等と連携し、医療機関向けの専門的な研修

を実施します。 

   

５ アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等 

【現状と課題】 

 ○ 飲酒運転を繰り返す者には、その背景にアルコール依存症の問題がある可能性があること、

また、アルコール依存症が自殺の危険因子の一つであることが指摘されています。 

○ 飲酒の結果、理性の働きが抑えられること等による暴力との関係、身体運動機能や認知度

が低下することによる様々な事故との関連も指摘されています。 

 ○ そのため、飲酒運転、暴力・虐待・自殺未遂等をした者のうち、アルコール健康障害との

関連が疑われる者に対し、必要に応じて、適切な支援をしていくことが求められます。 

 

【取組の方向性】 

（飲酒運転をした者に対する指導等） 

 ○ 飲酒運転をした者に対する運転免許の取消処分者講習において、アルコール・スクリーニ

ングテストを実施するとともに、アルコール依存症の治療を行う医療機関を周知します。 

（暴力・虐待・自殺未遂等をした者に対する取組） 

 ○ 暴力・虐待・自殺未遂等をした者について、アルコール依存症等の疑いがある場合には、

必要に応じて、地域の関係機関が連携し、各種支援につなぐための取組を推進します。 

 

６ 相談支援等 

【現状と課題】 

○ 保健所では、精神保健福祉相談の一環として、アルコール健康障害に関する相談を実施し

ています。 

また、アルコールなどの依存症対策として、予防のための普及啓発活動や、当事者・家族

等への支援を実施しています。 

 ○ 精神保健福祉センターでは、特定相談として、アルコール健康障害に関する相談に対応し

ています。 

また、必要に応じて来所による個別相談を行った上で、本人向けプログラムや家族講座等

を実施しています。 

 ○ 内閣府が実施した調査によると、アルコール依存症に関して相談できる場所として、「医療

機関（病院や診療所など）」 と答えた人が約 79％（関東地域）いる一方で、「公的機関（精

神保健福祉センターや保健所など）」と答えた人はわずか 36％で、６割以上の人に認知され

ていないという状況です。 
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 ○ 相談支援については、アルコール健康障害を有している者及びその家族等が地域で適切な

機関に相談できるよう、相談拠点を明確化して、広く都民に周知することが必要です。 

 ○ さらに、アルコール健康障害の背景にある様々な問題を整理し、医療機関や自助グループ

等の関係機関と連携し、アルコール依存症等に対応する相談支援体制を充実する必要があり

ます。 

 

【取組の方向性】 

（相談支援体制の整備） 

 ○ 地域におけるアルコール健康障害等に関する相談窓口である保健所において、当事者・家

族等への支援を引き続き実施していきます。 

○ 都のアルコール健康障害に関する相談拠点として、精神保健福祉センターを明確に位置づ

け、以下の取組を推進していきます。 

・依存症専門の相談員による相談の実施 

・家族向け支援プログラムの充実 

・依存症関連問題の相談窓口であることを明示し、都民等に対して広く周知 

・地域で相談支援を担う人材に対する研修を実施するほか、関係機関が主催する講演会や研

修会、事例検討会等に専門職を派遣するなどの支援 

・地域における医療機関、行政、自助グループ等の関係機関の活動内容や役割を整理し、適

切な相談や治療、回復支援にまでつなげる連携体制の強化 

 

７ 社会復帰の支援 

【現状と課題】 

 ○ 平成 28年に内閣府が実施した世論調査において、「断酒を続けることにより、依存症から

回復する」ことを知っている方は 33%（関東地域）にとどまっており、アルコール依存症に

ついての理解は十分ではありません。 

○ アルコール依存症者が断酒を続けるためには、専門医療機関の治療を継続することや自助

グループの活動等に参加することが必要であり、そのためには職場等周囲の人たちの理解や

配慮が必要です。 

○ 都では、精神保健福祉センターにおいて、アルコール依存等からの回復を希望する本人向

けのプログラムを実施しています。 

 

【取組の方向性】 

（就労及び復職の支援） 

 ○ アルコール依存症は、適切な支援を行うことによって回復できる病気であり、社会復帰が

可能であることを広く都民や企業等に普及啓発し、アルコール依存症に対する理解を促しま

す。 

○ リーフレットを活用したアルコール依存症の疾患の特性や対応方法等についての知識の普

及を図るとともに、アルコール関連問題啓発週間（毎年 11 月 10 日から 16 日）等の機会

を通じ、都民向けのシンポジウムを開催し、就労継続や復職が偏見なく行われるよう職場に

おける理解や支援を促します。 

（アルコール依存症からの回復支援） 

○ 精神保健福祉センターにおいて、アルコール等依存症患者に対する回復支援の専門プログ

ラムを実施するとともに、当事者等が地域における支援機関等を活用できるよう、医療機関

や自助グループなどの地域の社会資源について情報を収集し提供します。 

 

８ 民間団体の活動に対する支援 

【現状と課題】 
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○ 都内では断酒会やＡＡ4、ジャパンマックなどの自助グループ等が精力的に活動しており、

当事者が断酒を続けるための例会等を開催するなど、アルコール依存症の回復において重要

な役割を担っています。 

○ 精神保健福祉センターでは、自助グループの活動紹介やアルコール依存症からの回復に関

する内容を取り入れた刊行物を発行しています。 

○ 精神保健福祉センターが実施するアルコール等の依存症からの回復に向けた本人向けプロ

グラムでは、自助グループ等の構成員である依存症からの回復者が助言を行うとともに、家

族向けのプログラムでは、自助グループ等の民間団体と協力して本人への適切な対応方法等

を学ぶこととしています。 

○ また、アルコール依存症者の自助グループ等が主催する講演会や研修会への講師派遣等を

通じ、民間団体の組織育成を行っています。 

 

【取組の方向性】 

（民間団体の活動に対する支援） 

 ○ 精神保健福祉センターにおいて、自助グループが実施する講演会等に講師を派遣するなど

の連携を図り、組織の育成に努めます。 

○ 区市町村による自助グループとの連携・協力内容等を把握し、活動内容とともに広く都民

に情報提供します。 

○ 精神保健福祉センターが主催する依存症研修等の機会を活用し、自助グループ等の役割を

啓発するとともに、相談支援において、民間団体との連携を強化し、アルコール依存症当事

者やその家族が自助グループにつながりやすい仕組みづくりを進めます。 

○ アルコール依存症の専門医療機関等と自助グループ等の民間団体との連携が進むよう支援

していきます。 

 

９ 人材の確保等 

 【現状・課題】 

 ○ アルコール健康障害対策を推進する上では、それぞれの取組を適切に実施するために必要

な人材の確保・育成が求められます。 

 

 【取組の方向性】 

 ○ 区市町村、保健所、医療保険者等において健康づくりの指導的役割を担う人材を対象に、

飲酒が及ぼす健康への影響について理解を深めるテーマの研修を実施します。 

 ○ アルコール健康障害を有する者やその家族等に相談支援を行う者を対象とした研修を精神

保健福祉センターで実施するとともに、治療拠点等と連携し、医療機関向けの専門的な研修

を実施します。 

○ 精神保健福祉センターにおいて、地域で相談支援を担う人材に対する研修を実施するほか、

関係機関が主催する講演会や研修会、事例検討会等に専門職を派遣するなど、支援を行いま

す。 

○ 精神保健福祉センターにおいて、自助グループが実施する講演会等に講師を派遣するなど

の連携を図り、組織育成に努めます。 

    

１０ 調査研究の推進 

【現状・課題】 

○ アルコール健康障害対策を進めるためには、必要に応じて、都内における現状等を把握す

ることが求められます。 

 

【取組の方向性】 

                                                   
4 「アルコホーリクス・アノニマス」の略称 
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 ○ 国が実施する調査研究等の情報を収集するとともに、都民の飲酒習慣やアルコール健康障

害の状況、地域の社会資源の現状等について、定期的に実施する調査や各種計画の改定時に

実施する調査等を通じて把握していきます。 

 

第５章 推進体制と進行管理 

○ アルコール健康障害対策の推進に当たっては、関連施策との有機的な連携が図られるよう、

関係部署において必要な連絡・調整を行うとともに、区市町村や関係機関等とも連携を図りま

す。 

○ 本計画を着実に推進するため、取組状況を適宜把握するとともに、必要に応じて関係団体等

で構成する会議を開催し、取組状況の共有や意見交換を行うなど、アルコール健康障害対策に

継続的に取り組んでいきます。 

 

第６章 おわりに 

○ 本計画は、アルコール健康障害対策基本法に基づき、都が初めて策定した都道府県アルコー

ル健康障害対策推進計画です。本計画の策定を契機として、関係機関との連携のもと、アルコ

ール健康障害対策をさらに進めていきます。 

○ また、次のような視点や課題も意識しながら、取組の成果や都民の状況を適宜把握すること

により、次期計画の策定に向けた検討につなげていきます。 

（女性の飲酒に関する正しい知識の普及啓発等の取組） 

○ 女性は男性よりも少ない飲酒量で健康に影響が生じるほか、アルコール依存症に至るまでの

期間も短いため注意が必要です。しかしながら、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒してい

る女性の割合は増加傾向にあります。 

○ そのため、特に、女性の飲酒に関する正しい知識の普及啓発等の取組を進めることが求めら

れます。 

（減酒に向けた取組） 

○ 従来のアルコール健康障害に対する治療は、飲酒をやめさせること（断酒）に重点が置かれ

てきましたが、近年は、飲酒量を減らすこと（減酒）についても治療方法の一つとして採用す

べきという意見もあります。 

○ 一方、アルコール依存症者については、断酒中、少量でも飲酒をすると再び多量の飲酒に至

ってしまう場合が多く、アルコール依存症からの最も適切な回復手段は断酒であるという意見

もあります。 

○ 本計画の検討の中では、予防の観点から、アルコール依存症に至る前のハイリスク飲酒者に

対し、かかりつけ医等が健康状態や飲酒の状況等を把握し、減酒の指導等を実施することが考

えられるという指摘がありました。 

（広報・啓発の手法） 

○ 検討の中では、近年は、若者を中心にインターネットや SNS を活用して様々な情報を収集

している実態を踏まえ、広報・啓発の手法として、リーフレット等での周知に加え、SNS等を

効果的に活用していくことが望ましいという意見がありました。 

○ また、都内在住の外国人や都を訪れる外国人旅行者が増加していることを考えると、今後、

外国人への対応の必要性が高まってくる可能性があるという意見もありました。 

（調査研究の進展への対応） 

○ 医療などの研究は日進月歩で進展しています。今後、国や民間機関等における調査研究が進

み、アルコール健康障害対策に関する新たな知見が得られることが考えられます。 

○ 都民の健康を守るため、こうした情報を絶えず収集し、必要に応じて施策を見直していくこ

とが必要です。 

（官民一体となった取組の推進） 

○ アルコール健康障害対策は、予防、相談、治療、回復支援の各段階において、行政機関だけ

でなく、民間団体等も含めた様々な機関による切れ目のない取組が求められます。 

○ その取組においては、関係機関と連携しながら、検討と実施を積み重ね、絶えず改善してい

くことが重要となります。 
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○ 今後とも、こうした実践を一つひとつ積み重ね、官民一体となってアルコール健康障害対策

を一層推進していきます。 


